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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板と、
　前記配線基板に実装された半導体素子と、
　前記半導体素子の上面に接着剤を介して設けられた放熱板と、
　前記放熱板と前記配線基板との間に充填された封止樹脂と、を有し、
　前記放熱板は、
　前記半導体素子と平面視で重なるように形成され、前記半導体素子の平面形状よりも平
面形状が大きく形成された本体部と、
　前記本体部と一体に形成され、前記本体部の端部から外側に突出するように形成され、
前記本体部よりも低い位置に設けられた突出部と、を有し、
　前記封止樹脂は、前記突出部の上下両面及び側面を被覆するように形成され、
　前記本体部の上面は、前記封止樹脂から露出され、
　前記突出部の先端面を除く前記放熱板の側面は、前記本体部の上面よりも表面粗度の大
きい粗化面であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記放熱板の下面は、前記本体部の上面よりも表面粗度の大きい粗化面であることを特
徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記放熱板は、前記本体部と前記突出部とを有するベース板と、前記ベース板の下面に
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形成された第１金属層と、前記本体部の上面に形成された第２金属層とを有し、
　前記第１金属層の表面は、前記本体部の下面よりも表面粗度の大きい前記粗化面であり
、
　前記第２金属層の表面は、前記粗化面よりも表面粗度の小さい平滑面であることを特徴
とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１金属層は、前記突出部の上面を被覆するように形成されていることを特徴とす
る請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記放熱板は、前記本体部と前記突出部とを有するベース板と、前記ベース板の下面に
形成された第１金属層と、前記ベース板の上面に形成された第３金属層と、前記封止樹脂
から露出された前記第３金属層の上面を被覆する樹脂層と、を有し、
　前記第１金属層の表面は、前記本体部の下面よりも表面粗度の大きい前記粗化面であり
、
　前記第３金属層の表面は、前記本体部の上面よりも表面粗度の大きい粗化面であり、
　前記樹脂層の表面は、前記第３金属層の表面よりも表面粗度の小さい平滑面であること
を特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記突出部は、前記本体部の角部から外側に突出するように形成され、又は前記本体部
の外形をなす各辺の１箇所から外側に突出するように形成されていることを特徴とする請
求項１～５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記突出部は、前記本体部の端部から下方に屈曲された接続部と、前記接続部の端部か
ら前記配線基板の外周縁に向かって前記本体部と平行となるように屈曲された延出部とを
有することを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記突出部は、導電性を有する接着剤を介して、前記配線基板の上面に形成されたグラ
ンド配線と電気的に接続されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載
の半導体装置。
【請求項９】
　Ｎ×Ｍ個（Ｎは２以上の整数、Ｍは１以上の整数）の個別領域を有する配線基板を準備
し、前記各個別領域における前記配線基板の上面に半導体素子を実装する工程と、
　本体部と、前記本体部と一体に形成され、前記本体部の端部から外側に突出して前記本
体部と段差状に形成された突出部とを有する放熱板がＮ×Ｍ個連結された大判の放熱板を
準備する工程と、
　前記放熱板の側面に、前記本体部の上面よりも表面粗度の大きい粗化面を形成する工程
と、
　前記大判の放熱板を前記突出部の所定部分で切断し、Ｎ×Ｍ個の前記放熱板を各々個別
に分割する工程と、
　前記分割後のＮ×Ｍ個の前記放熱板を一括して吸着し、前記各放熱板を前記各半導体素
子上に搬送する工程と、
　前記本体部が前記半導体素子と平面視で重なるように、前記半導体素子の背面上に接着
剤を介して前記各放熱板を接着する工程と、
　前記各放熱板と前記配線基板との間の空間を充填し、前記突出部の上下両面及び側面を
被覆し、前記本体部の上面を露出する封止樹脂を形成する工程と、
　切断領域上に配置された前記封止樹脂と前記配線基板とを切断して個片化する工程と、
を有し、
　前記切断領域は、前記各個別領域において前記突出部よりも外側に設定されていること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
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　前記放熱板を分割する工程の前に、前記大判の放熱板の下面を、前記本体部の上面より
も表面粗度の大きい粗化面に形成する工程を有することを特徴とする請求項９に記載の半
導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及び半導体装置の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit）等に使用される半導体素子の高性能化・高速度化
に伴って、その半導体素子から発熱する発熱量が年々増大している。この発熱量の増大に
伴って半導体素子の温度が上昇すると、動作速度の低下や故障などの問題が生じる。
【０００３】
　そこで、このような問題の発生を回避するために、半導体素子を放熱・冷却する技術が
様々提案されている（例えば、特許文献１参照）。例えば、配線基板に実装された半導体
素子上に、接着剤を介して、高熱伝導性の金属からなる放熱板を熱的に接続した構造を有
する半導体装置が提案されている。この場合、冷却すべき半導体素子の発する熱は、接着
剤を通じて放熱板に拡散されて大気中に放熱される。これにより、半導体素子の発する熱
が効率良く放熱され、半導体素子の温度上昇が抑制される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－３０２５５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上述した半導体装置では、装置全体の機械的強度を十分に確保するために、
配線基板及び放熱板を相応の厚さに形成する必要がある。このため、半導体装置全体の薄
型化が阻害されるという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、配線基板と、前記配線基板に実装された半導体素子と、前記
半導体素子の上面に接着剤を介して設けられた放熱板と、前記放熱板と前記配線基板との
間に充填された封止樹脂と、を有し、前記放熱板は、前記半導体素子と平面視で重なるよ
うに形成され、前記半導体素子の平面形状よりも平面形状が大きく形成された本体部と、
前記本体部と一体に形成され、前記本体部の端部から外側に突出するように形成され、前
記本体部よりも低い位置に設けられた突出部と、を有し、前記封止樹脂は、前記突出部の
上下両面及び側面を被覆するように形成され、前記本体部の上面は、前記封止樹脂から露
出され、前記突出部の先端面を除く前記放熱板の側面は、前記本体部の上面よりも表面粗
度の大きい粗化面である。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一観点によれば、半導体装置全体を薄型化できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態の半導体装置を示す概略断面図（図２における１－１断面図）。
【図２】第１実施形態の半導体装置を示す概略平面図。
【図３】（ａ）は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略平面図、（ｂ）は、
第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図（図３（ａ）における３ｂ－３ｂ
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断面図）。
【図４】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図５】（ａ）は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略平面図、（ｂ）は、
第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図（図５（ａ）における５ｂ－５ｂ
断面図）。
【図６】（ａ），（ｃ）は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図、（
ｂ）は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す拡大平面図。
【図７】（ａ）は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す拡大平面図、（ｂ）は、
第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図８】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図９】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１０】第２実施形態の半導体装置を示す概略断面図（図１１における１０－１０断面
図）。
【図１１】第２実施形態の半導体装置を示す概略平面図。
【図１２】（ａ），（ｂ）は、第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１３】第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１４】（ａ）は、第３実施形態の半導体装置を示す概略断面図（図１５における１４
ａ－１４ａ断面図）、（ｂ）は、第３実施形態の半導体装置を示す側面図。
【図１５】第３実施形態の半導体装置を示す概略平面図。
【図１６】（ａ）は、第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略平面図、（ｂ）は
、第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図（図１６（ａ）における１６ｂ
－１６ｂ断面図）。
【図１７】（ａ）は、第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図、（ｂ）は
、第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す拡大平面図。
【図１８】変形例の半導体装置を示す概略断面図。
【図１９】変形例の半導体装置を示す概略断面図。
【図２０】変形例の半導体装置を示す概略断面図。
【図２１】変形例の半導体装置を示す概略断面図。
【図２２】変形例の半導体装置を示す概略断面図。
【図２３】変形例の半導体装置を示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して各実施形態を説明する。なお、添付図面は、便宜上、特徴を
分かりやすくするために特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の
寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。また、断面図では、各部材の断面構造を
分かりやすくするために、一部の部材のハッチングを梨地模様に代えて示し、一部の部材
のハッチングを省略している。
【００１０】
　（第１実施形態）
　以下、図１～図９に従って第１実施形態を説明する。
　図１に示すように、半導体装置１０Ａは、ＢＧＡ（Ball Grid Array）型の配線基板２
０と、その配線基板２０の上面に実装された半導体素子３０と、半導体素子３０上に接着
剤４０を介して配置された放熱板５０と、半導体素子３０等を封止する封止樹脂６０とを
有している。
【００１１】
　配線基板２０は、基板本体２１と、接続用パッド２２と、はんだボール２３とを有して
いる。基板本体２１としては、接続用パッド２２とはんだボール２３とが基板内部を通じ
て相互に電気的に接続された構造を有していれば十分である。このため、基板本体２１の
内部には配線層が形成されていてもよく、配線層が形成されていなくてもよい。なお、基
板本体２１の内部に配線層が形成される場合には、例えば、複数の配線層が層間絶縁層を
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介して積層され、各配線層と各層間絶縁層に形成されたビアとによって接続用パッド２２
とはんだボール２３とが電気的に接続されている。また、基板本体２１の内部に配線層が
形成されない場合には、例えば、基板本体２１を厚さ方向に貫通する貫通電極によって接
続用パッド２２とはんだボール２３とが電気的に接続されている。基板本体２１としては
、例えば、コア基板を有するコア付きビルドアップ基板やコア基板を有さないコアレス基
板等を用いることができる。
【００１２】
　接続用パッド２２は、基板本体２１の上面２１Ａに形成されている。接続用パッド２２
の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金を用いることができる。
　はんだボール２３は、基板本体２１の下面に形成されている。はんだボール２３の材料
としては、例えば、鉛（Ｐｂ）を含む合金、錫（Ｓｎ）とＣｕの合金、Ｓｎと銀（Ａｇ）
の合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金などを用いることができる。このはんだボール２３は、
例えば、マザーボード等の実装基板と接続される外部接続端子として機能する。
【００１３】
　半導体素子３０は、例えば、シリコン（Ｓｉ）等からなる薄板化された半導体基板上に
、半導体集積回路（図示略）が形成された回路形成面（ここでは、下面）側がパッシベー
ション膜で覆われ、その回路形成面に接続端子３１が配設された構造を有している。
【００１４】
　半導体素子３０としては、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）チップやＧＰ
Ｕ（Graphics Processing Unit）チップなどのロジックチップを用いることができる。ま
た、半導体素子３０としては、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）チッ
プやフラッシュメモリチップなどのメモリチップを用いることもできる。半導体素子３０
の平面形状は、任意の形状及び任意の大きさとすることができる。例えば、半導体素子３
０は、平面視略正方形状に形成されている。半導体素子３０の大きさは、例えば、平面視
で１０ｍｍ×１０ｍｍ程度とすることができる。
【００１５】
　半導体素子３０は、例えば、配線基板２０にフリップチップ実装されている。すなわち
、半導体素子３０は、接続端子３１を介して、配線基板２０の接続用パッド２２と電気的
に接続されている。接続端子３１としては、例えば、金（Ａｕ）バンプやはんだバンプを
用いることができる。はんだバンプの材料としては、例えば、Ｐｂを含む合金、ＳｎとＣ
ｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金などを用いることができる。
【００１６】
　半導体素子３０の回路形成面と基板本体２１の上面２１Ａ（つまり、配線基板２０の上
面）との間にはアンダーフィル樹脂３５が充填されている。アンダーフィル樹脂３５の材
料としては、例えば、エポキシ系樹脂などの絶縁性樹脂を用いることができる。
【００１７】
　半導体素子３０の回路形成面と反対側の背面（ここでは、上面）には、接着剤４０が形
成されている。接着剤４０としては、例えば、シリコンポリマー系の樹脂や、熱伝導部材
（ＴＩＭ：Thermal Interface Material）を用いることができる。熱伝導部材の材料とし
ては、例えば、熱伝導性の良い高電気伝導材であるインジウム等を用いることができる。
また、熱伝導部材の他の例としては、高電気伝導材を含有するシリコングリース、或いは
金属フィラー、グラファイト等を含有した有機系の樹脂バインダー等を用いることができ
る。接着剤４０は、半導体素子３０と放熱板５０とを接着する機能と、半導体素子３０と
放熱板５０とを熱的に接続する機能とを有している。
【００１８】
　放熱板５０は、半導体素子３０の背面上に接着剤４０を介して設けられている。放熱板
５０は、ヒートスプレッダとも呼ばれる。放熱板５０は、半導体素子３０が発する熱の密
度を分散させる機能を有する。また、放熱板５０は、半導体素子３０上に設けられている
ため、半導体素子３０を機械的に保護する機能も有する。
【００１９】
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　放熱板５０は、ベース板５１と、ベース板５１の下面に形成された金属層５２と、ベー
ス板５１の上面に形成された金属層５３とを有している。なお、ベース板５１の材料とし
ては、例えば、熱伝導率の良好な材料であることが好ましい。例えば、ベース板５１の材
料としては、Ｃｕ、Ａｇ、アルミニウム（Ａｌ）又はそれらの合金等を用いることができ
、本実施形態ではＡｌを用いる。なお、ベース板５１の材料としては、熱伝導率が良好な
材料であれば、金属以外の材料を用いることもできる。金属層５２，５３の材料としては
、例えば、Ｃｕ、ニッケル（Ｎｉ）又はそれらの合金等を用いることができる。
【００２０】
　ベース板５１は、平板状に形成された本体部５５と、本体部５５と一体に形成され、本
体部５５の端部から外側に突出された突出部５６とを有している。突出部５６は、本体部
５５よりも低い位置に配置されている。突出部５６は、本体部５５と連続して形成された
接続部５７及び延出部５８を有している。接続部５７は、本体部５５と、その本体部５５
よりも低い位置の平面上に形成された延出部５８とを接続する。本例の接続部５７は、本
体部５５の端部から基板本体２１の外周縁側に向かって斜め下方に屈曲形成されている。
また、本例の延出部５８は、接続部５７の下端部から本体部５５の端部とは反対方向の外
周縁側に向かって略水平に屈曲形成されている。延出部５８の上面は、例えば、本体部５
５の上面５５Ａと平行となるように形成されている。本例では、延出部５８の下面は、本
体部５５の下面及び半導体素子３０の背面（ここでは、上面）よりも低い位置であって、
且つ半導体素子３０の回路形成面（ここでは、下面）よりも高い位置に形成されている。
これら本体部５５と接続部５７と延出部５８とに沿って段差部が形成されている。
【００２１】
　図２に示すように、本体部５５は、例えば、平面視略正方形状に形成されている。本例
の本体部５５の平面形状は、正方形の角部が面取りされた形状に形成されている。このた
め、本例の本体部５５は、平面視略八角形状に形成されている。本体部５５の平面形状は
、基板本体２１の平面形状よりも一回り小さく形成されている。また、本体部５５の平面
形状は、半導体素子３０の平面形状よりも一回り大きく形成されている。
【００２２】
　突出部５６は、面取りされた本体部５５の角部（コーナー）から配線基板２０の角部に
向かって突出するように形成されている。本例の突出部５６は、平面視において配線基板
２０の対角線に沿った方向に延びるように形成されている。但し、各突出部５６は、配線
基板２０の角部までは延出されていない。
【００２３】
　ここで、各突出部５６は、本体部５５の角部のみに対応して形成されている。このため
、配線基板２０の外周領域と平面視で重なる領域には、その四隅周辺に突出部５６が設け
られるのみで、その他の部分にはベース板５１が設けられていない。なお、図２は、図１
に示した半導体装置１０Ａを上方から視た平面図であり、金属層５３が透視的に描かれて
いる。
【００２４】
　図１に示すように、金属層５２は、ベース板５１の下面全面を被覆するように形成され
ている。具体的には、金属層５２は、本体部５５の下面全面と、突出部５６（接続部５７
及び延出部５８）の下面全面とを被覆するように形成されている。この金属層５２の下面
は、粗化面５２Ｒに形成されている。粗化面５２Ｒは、封止樹脂６０との密着性の観点か
ら、ベース板５１の下面よりも表面粗度が大きくなるように設定されている。粗化面５２
Ｒの表面粗度は、表面粗さＲａ値で例えば０．１μｍ以上とすることができる。ここで、
表面粗さＲａ値とは、表面粗さを表わす数値の一種であり、算術平均粗さと呼ばれるもの
であって、具体的には測定領域内で変化する高さの絶対値を平均ラインである表面から測
定して算術平均したものである。
【００２５】
　本体部５５の下面を被覆する金属層５２の下面は、接着剤４０を介して半導体素子３０
の背面に熱的に結合されている。これにより、半導体素子３０から発生する熱は、接着剤
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４０を介して放熱板５０に放熱される。
【００２６】
　図２に示すように、本例の金属層５２は、ベース板５１の側面の一部を被覆するように
形成されている。具体的には、金属層５２は、本体部５５の側面全面と、突出部５６の側
面のうち、突出部５６の延出する方向（配線基板２０の対角線に沿った方向）に延びる側
面全面とを被覆するように形成されている。また、金属層５２は、突出部５６の先端部（
つまり、配線基板２０の角部側の端部）における側面（先端面）を露出するように形成さ
れている。換言すると、金属層５２は、突出部５６の先端面以外のベース板５１の側面全
面を被覆するように形成されている。このベース板５１の側面を被覆する金属層５２の側
面（表面）は、ベース板５１の下面を被覆する金属層５２の下面と同様に、粗化面５２Ｒ
に形成されている。
【００２７】
　図１に示すように、金属層５３は、ベース板５１の上面全面を被覆するように形成され
ている。具体的には、金属層５３は、本体部５５の上面５５Ａ全面と、突出部５６（接続
部５７及び延出部５８）の上面全面とを被覆するように形成されている。この金属層５３
の上面は、金属層５２の粗化面５２Ｒよりも粗度の小さい平滑面５３Ｓ（低粗度面）に形
成されている。平滑面５３Ｓの表面粗度は、表面粗さＲａ値で例えば１５～１００ｎｍ程
度となるように設定されている。
【００２８】
　封止樹脂６０は、半導体素子３０及び放熱板５０を封止するように基板本体２１の上面
２１Ａに形成されている。封止樹脂６０は、例えば、半導体素子３０と放熱板５０の突出
部５６とを全体的に被覆するように形成されている。封止樹脂６０は、放熱板５０と配線
基板２０との間の空間を充填するように形成されている。封止樹脂６０は、例えば、アン
ダーフィル樹脂３５及び接着剤４０から露出する半導体素子３０の表面全面を被覆するよ
うに形成されている。また、封止樹脂６０は、突出部５６の上下両面及び側面を被覆する
ように形成されている。具体的には、封止樹脂６０は、突出部５６の下面及び側面を被覆
する金属層５２の表面（下面及び側面）と、突出部５６の上面を被覆する金属層５３の表
面（上面及び側面）と、金属層５２，５３から露出する突出部５６の先端面とを被覆する
ように形成されている。このように、突出部５６の表面に形成された金属層５２，５３の
表面全面と、金属層５２，５３から露出された突出部５６の表面（つまり、先端面）全面
とが封止樹脂６０によって被覆（封止）されている。このため、突出部５６の表面に形成
された金属層５２，５３の表面と突出部５６の先端面とは、半導体装置１０Ａの側面に露
出されていない。一方、基板本体２１の外周領域に形成された封止樹脂６０は、本体部５
５の側面を被覆する金属層５２の側面を被覆するように形成されている。この外周領域に
形成された封止樹脂６０の上面６０Ａは、例えば、本体部５５の上面を被覆する金属層５
３の上面５３Ａと略面一に形成されている。換言すると、封止樹脂６０は、本体部５５の
上面５５Ａを露出するとともに、金属層５３の上面５３Ａを露出するように形成されてい
る。また、封止樹脂６０の外側面は、基板本体２１の外側面と略面一に形成されている。
【００２９】
　このような封止樹脂６０により、放熱板５０が配線基板２０に対して固定されるととも
に、半導体素子３０が封止される。すなわち、封止樹脂６０は、配線基板２０と放熱板５
０とを接着する接着剤として機能するとともに、半導体素子３０を保護する保護層として
機能する。また、封止樹脂６０を設けたことにより、半導体装置１０Ａ全体の機械的強度
を高めることができる。このため、配線基板２０及び放熱板５０を薄型化することができ
、半導体装置１０Ａ全体を薄型化することができる。
【００３０】
　封止樹脂６０の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂などの絶縁
性樹脂、又はこれら樹脂にシリカやアルミナ等のフィラーを混入した樹脂材を用いること
ができる。フィラーとしては、シリカ等の周知の無機化合物、又は、有機化合物等を用い
ることができる。封止樹脂６０としては、例えば、モールド樹脂を用いることができる。
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【００３１】
　次に、半導体装置１０Ａの製造方法について説明する。なお、説明の便宜上、最終的に
半導体装置１０Ａの各構成要素となる部分には、最終的な構成要素の符号を付して説明す
る。
【００３２】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）に示す工程では、まず、配線基板２０を用意する。配線基板
２０の基板本体２１としては、半導体装置１０Ａが多数個取れる大判の基板が使用される
。詳述すると、基板本体２１には、半導体装置１０Ａに対応する構造体が形成される個別
領域Ｃ１がマトリクス状（図３（ａ）では、４×３）に形成されている。なお、大判の基
板本体２１は、最終的に破線で示した切断線Ｄ１に沿ってダイシングブレード等によって
切断され、個々の半導体装置１０Ａとして切り出される。
【００３３】
　また、各個別領域Ｃ１には、図３（ｂ）に示した構造体、つまり基板本体２１と、基板
本体２１の上面２１Ａに形成された接続用パッド２２とを有する構造体が形成されている
。この構造体は、公知の製造方法により製造することが可能であるため、ここでは説明を
省略する。
【００３４】
　続いて、各個別領域Ｃ１の接続用パッド２２に、半導体素子３０の接続端子３１をフリ
ップチップ接合する。次いで、基板本体２１の上面２１Ａと半導体素子３０の回路形成面
との間にアンダーフィル樹脂３５を形成する。
【００３５】
　次に、図４に示す工程では、各半導体素子３０の背面上に接着剤４０を形成する。例え
ば、半導体素子３０の背面上に熱硬化型の接着剤４０を塗布する。
　続いて、図５（ａ）に示すように、複数のベース板５１が連結された大判の放熱板７０
を用意する。放熱板７０には、基板本体２１の個別領域Ｃ１（図３（ａ）参照）に対応し
て複数の個別領域Ｅ１がマトリクス状（図５（ａ）では、４×３）に形成されている。す
なわち、個別領域Ｅ１は、個別領域Ｃ１（図３（ａ）参照）と同一の平面配置で形成され
ている。また、放熱板７０は、複数の個別領域Ｅ１を囲むように形成されたフレーム部７
１を有している。
【００３６】
　各個別領域Ｅ１には、その個別領域Ｅ１の平面視略中央部に形成された本体部５５と、
その本体部５５の四隅から個別領域Ｅ１の角部に向かって突出された突出部５６とを有す
るベース板５１が形成されている。換言すると、各個別領域Ｅ１には、本体部５５及び突
出部５６を画定する開口部７０Ｘが形成されている。開口部７０Ｘは各個別領域Ｅ１間の
領域に形成されており、この開口部７０Ｘによって、隣り合うベース板５１の本体部５５
同士が離間して形成されている。また、開口部７０Ｘの形成により、各個別領域Ｅ１の境
界（破線参照）を含む外周領域には、各ベース板５１のうちの突出部５６のみが配置され
ている。
【００３７】
　各ベース板５１の突出部５６は、隣り合うベース板５１の突出部５６又はフレーム部７
１と連結されている。具体的には、各ベース板５１は隣り合うベース板５１と互いの突出
部５６を介して連結され、外側に配置されたベース板５１の突出部５６がフレーム部７１
と連結されている。このように、複数のベース板５１がフレーム部７１によって支持され
、各本体部５５がフレーム部７１及び突出部５６によって支持されている。このため、放
熱板７０では、突出部５６が本体部５５を支持する吊り部として機能する。そして、突出
部５６は例えば段差加工により形成され、図５（ｂ）に示すように、その突出部５６と本
体部５５とに沿って段差部が形成されている。ここで、突出部５６は、本体部５５の端部
から斜め下方に傾斜して形成された接続部５７と、本体部５５と略平行に形成された延出
部５８とを有している。なお、以上説明した大判の放熱板７０は、例えば、プレス加工、
鍛造加工や機械切削などにより製造される。例えば、放熱板７０は、金属板を型抜きした
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後にプレス加工して製造される。
【００３８】
　次に、図６（ａ）に示す工程では、大判の放熱板７０の下面に、表面が粗化面５２Ｒで
ある金属層５２を形成する。これにより、放熱板７０（具体的には、ベース板５１及びフ
レーム部７１）の下面が粗面化されたことになる。ここで、金属層５２の材料としては、
例えば、Ｃｕ、Ｎｉ又はそれらの合金等を用いることができ、本実施形態ではＮｉを用い
る。金属層５２の厚さは、例えば、１～１０μｍとすることができる。粗化面５２Ｒの表
面粗度としては、表面粗さＲａ値で例えば０．１μｍ以上であることが好ましい。以下に
、金属層５２の形成方法の一例について説明する。
【００３９】
　例えば、放熱板７０の下面に、その放熱板７０をめっき給電層に利用する電解めっき法
（ここでは、電解Ｎｉめっき法）を施し、放熱板７０の下面に金属層５２（粗面めっき層
）を形成する。但し、金属層５２の粗化面５２Ｒの粗度を上述した値に設定するためには
、電解めっき法において使用するめっき液の組成や電流密度を適切に調整する必要がある
。以下に、Ｎｉから構成される金属層５２を形成する際のめっき条件の一例を説明する。
具体的には、めっき液として塩化ニッケルめっき浴を使用する場合のめっき浴の組成及び
めっき条件は、次の通りである。
【００４０】
　塩化ニッケルめっき浴：
　塩化ニッケル　　　　　　　　７５ｇ／Ｌ
　チオシアン酸ナトリウム　　　１５ｇ／Ｌ
　塩化アンモニウム　　　　　　３０ｇ／Ｌ
　ホウ酸　　　　　　　　　　　３０ｇ／Ｌ
　ｐＨ：　　　　　約４．５～５．５
　浴温：　　　　　常温（約２５℃）
　処理時間：　　　約１～３０分間
　陰極電流密度：　約１～３Ａ／ｄｍ２

　このように、使用するめっき液の組成や電流密度等を適切に調整することにより、金属
層５２の表面が粗化面５２Ｒに形成され、その粗化面５２Ｒの粗度を所望の表面粗度に設
定させることができる。なお、上述しためっき液の組成やめっき条件は一例であり、金属
層５２の粗化面５２Ｒが所望の表面粗度になるように調整されるのであれば、その組成や
条件は特に限定されない。
【００４１】
　以上説明した電解めっき法では、例えば、放熱板７０の上面に金属層５２が形成されな
いように放熱板７０の上面全面を被覆するレジスト層（図示略）を形成し、そのレジスト
層をめっきマスクにしてめっき処理が施される。本例では、上記レジスト層は、放熱板７
０の側面（具体的には、図５（ａ）に示した開口部７０Ｘから露出する放熱板７０の側面
）を露出するように形成される。このため本例では、図６（ｂ）に示すように、上述した
電解Ｎｉめっき法により、開口部７０Ｘから露出する放熱板７０の側面に、表面が粗化面
５２Ｒである金属層５２が形成される。
【００４２】
　次に、図６（ｃ）に示す工程では、放熱板７０の上面に、表面が平滑面５３Ｓである金
属層５３を形成する。ここで、金属層５３の材料としては、例えば、Ｃｕ、Ｎｉ又はそれ
らの合金等を用いることができ、本実施形態ではＮｉを用いる。金属層５３の厚さは、例
えば、１～１０μｍとすることができる。平滑面５３Ｓの表面粗度としては、表面粗さＲ
ａ値で例えば１５～１００ｎｍ程度であることが好ましい。以下に、金属層５３の形成方
法の一例について説明する。
【００４３】
　例えば、放熱板７０の上面に、その放熱板７０をめっき給電層に利用する電解めっき法
（ここでは、電解Ｎｉめっき法）を施し、放熱板７０の上面に金属層５３（平滑面めっき
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層）を形成する。このとき、金属層５２の表面に金属層５３が形成されないように金属層
５２の表面全面を被覆するレジスト層（図示略）を形成し、そのレジスト層をめっきマス
クとして電解めっき法が実施される。以下に、Ｎｉから構成される金属層５３を形成する
際のめっき条件の一例を説明する。具体的には、めっき液としてスルファミン酸ニッケル
めっき浴を使用する場合のめっき浴の組成及びめっき条件は、次の通りである。
【００４４】
　スルファミン酸ニッケルめっき浴：
　スルファミン酸ニッケル　　３２０ｇ／Ｌ
　硼酸　　　　　　　　　　　　３０ｇ／Ｌ
　臭化ニッケル　　　　　　　　１０ｇ／Ｌ
　ｐＨ：　　　　　約３．０～４．０
　浴温：　　　　　約３０～５０℃
　陰極電流密度：　約３～３０Ａ／ｃｍ２

　このように、使用するめっき液の組成や電流密度等を適切に調整することにより、金属
層５３の表面が平滑面５３Ｓに形成され、その平滑面５３Ｓの粗度を所望の表面粗度に設
定させることができる。なお、上述しためっき液の組成やめっき条件は一例であり、金属
層５３の平滑面５３Ｓが所望の表面粗度になるように調整されるのであれば、その組成や
条件は特に限定されない。
【００４５】
　以上の製造工程により、各個別領域Ｅ１に、ベース板５１と金属層５２，５３とからな
る放熱板５０が形成される。
　次に、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示す工程では、各個別領域Ｅ１内において各突出部
５６の中途部分を切断し、放熱板７０を各放熱板５０毎に切断する。具体的には、図７（
ｂ）に示すように、各突出部５６の延出部５８及びその延出部５８を被覆する金属層５２
，５３を、延出部５８の延出方向の中途で分断する。すなわち、図７（ａ）に示すように
、延出部５８の延出方向の中途に、隣接する開口部７０Ｘを連通する開口部７０Ｙを形成
する。これにより、各放熱板５０が隣接する放熱板５０及びフレーム部７１と分離され、
各々個別の放熱板５０に分割（個片化）される。このとき、ベース板５１の突出部５６（
延出部５８）の先端面（つまり、切断面）が外部に露出される。このため、切断面である
突出部５６の先端面には金属層５２，５３が形成されていない。
【００４６】
　開口部７０Ｙは、例えば、金型を用いたプレス加工法やレーザ加工法により形成するこ
とができる。金型を用いたプレス加工法では、例えば、延出部５８の所定部分を金型のポ
ンチ（図示略）により押圧して打ち抜き、延出部５８を所定部分で分断する。なお、図７
（ｂ）は、延出部５８の所定部分が金型により打ち抜かれた後にそのまま金型の下型７２
の上に載置された状態を示している。
【００４７】
　続いて、図８（ａ）に示す工程では、下型７２の上に載置された分割後の複数の放熱板
５０を一括して搬送装置７３で保持する。ここで、搬送装置７３は、複数の吸着パッド７
４を有している。吸着パッド７４は、分割後の複数（ここでは、４×３個）の放熱板５０
の位置に合わせて設けられている。これら吸着パッド７４には、例えば、真空ポンプ（図
示略）が接続されている。そして、真空ポンプの稼働により各吸着パッド７４が、分離後
の各放熱板５０の上面（具体的には、本体部５５の上面５５Ａを被覆する金属層５３の上
面５３Ａ）を吸着する。これにより、分割後の複数（ここでは、１２個）の放熱板５０が
一括して搬送装置７３に吸着固定され、複数の放熱板５０が上方に持ち上げられる。
【００４８】
　次いで、図８（ｂ）に示す工程では、複数の放熱板５０を吸着した状態で搬送装置７３
を移動させることにより、配線基板２０の上方に複数の放熱板５０を搬送する。具体的に
は、配線基板２０の４×３個の個別領域Ｃ１と、搬送装置７３に吸着固定された４×３個
の放熱板５０とがそれぞれ上下に整列するように、配線基板２０及び放熱板５０を位置合
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わせする。より具体的には、各放熱板５０の本体部５５の下面（具体的には、本体部５５
の下面を被覆する金属層５２の下面）が各半導体素子３０の背面に対向するように、且つ
各放熱板５０の突出部５６が個別領域Ｃ１の対角線上に配置されるように、各放熱板５０
を半導体素子３０上に配置する。このとき、各放熱板５０は、各個別領域Ｃ１の内部のみ
に配置され、切断線Ｄ１上には配置されていない。
【００４９】
　続いて、上述した真空ポンプを停止し、吸着パッド７４による放熱板５０の吸着を解除
して搬送装置７３を放熱板５０から取り外す。次いで、図９（ａ）に示す工程では、各半
導体素子３０の背面上に、接着剤４０を介して各放熱板５０を接着する。例えば、上述の
ように配置した配線基板２０、接着剤４０及び放熱板５０を加熱及び加圧することにより
、各放熱板５０の本体部５５の下面を接着剤４０に当接するとともに、接着剤４０を硬化
する。これにより、放熱板５０が接着剤４０を介して半導体素子３０に接合される。例え
ば、各半導体素子３０の背面上に放熱板５０が配置された構造体を、一対のプレス熱盤の
間に配置し、真空プレスなどにより上下両面から加熱及び加圧することによって、図９（
ａ）に示すような一体構造を得ることができる。
【００５０】
　以上説明した工程では、分割後の複数（ここでは、１２個）の放熱板５０を一括して半
導体素子３０上に配置し、それら複数の放熱板５０を半導体素子３０上に一括して接着す
る。これにより、複数の放熱板５０を半導体素子３０上に一つずつ接着する場合に比べて
、複数の放熱板５０を接着するための工数を削減することができる。
【００５１】
　次に、図９（ｂ）に示す工程では、基板本体２１の上面２１Ａに、半導体素子３０及び
放熱板５０を封止する封止樹脂６０を形成する。この封止樹脂６０は、本体部５５の下面
及び側面を被覆するように、且つ、本体部５５よりも低い位置に形成された突出部５６の
上下両面及び側面を被覆するように形成される。具体的には、封止樹脂６０は、本体部５
５及び突出部５６の下面及び側面を被覆する金属層５２の表面と、突出部５６の上面を被
覆する金属層５３の表面と、金属層５２，５３から露出する突出部５６の先端面とを被覆
するように形成される。また、各個別領域Ｃ１の外周領域に形成された封止樹脂６０の上
面６０Ａは、本体部５５の上面を被覆する金属層５３の上面５３Ａと略面一に形成される
。このような封止樹脂６０によって、配線基板２０と放熱板５０とが強固に固定される。
また、封止樹脂６０によって、半導体素子３０が封止される。
【００５２】
　例えば、封止樹脂６０の材料として熱硬化性を有したモールド樹脂を用いる場合には、
図９（ａ）に示した構造体を金型内に収容し、その金型内に圧力（例えば、５～１０ＭＰ
ａ）を印加し、流動化したモールド樹脂を導入する。その後、モールド樹脂を１８０℃程
度の温度で加熱して硬化させることで、封止樹脂６０を形成する。なお、モールド樹脂を
充填する方法としては、例えば、トランスファーモールド法、コンプレッションモールド
法やインジェクションモールド法などの方法を用いることができる。
【００５３】
　続いて、各個別領域Ｃ１における基板本体２１の下面にはんだボール２３を形成する。
以上の製造工程により、各個別領域Ｃ１に半導体装置１０Ａに対応する構造体を製造する
ことができる。
【００５４】
　その後、図９（ｂ）に示す構造体を切断線Ｄ１に沿ってダイシングブレード等によって
切断する。具体的には、切断線Ｄ１上の基板本体２１及び封止樹脂６０を切断する。これ
により、本実施形態の半導体装置１０Ａが個片化され、複数の半導体装置１０Ａが製造さ
れる。なお、個片化後の半導体装置１０Ａの切断面には、基板本体２１及び封止樹脂６０
の外側面が露出される。
【００５５】
　このとき、図９（ｂ）に示した構造体では、切断線Ｄ１（切断領域）上に放熱板５０が
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配置されていない。このため、基板本体２１の下面側及び上面６０Ａ側のいずれの方向か
らダイシングブレードによる切断が行われても、切断面にバリ（ここでは、メタルバリ）
が発生することを抑制することができる。
【００５６】
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）配線基板２０に半導体素子３０をフリップチップ実装し、その半導体素子３０の
背面上に接着剤４０を介して放熱板５０を接着し、その放熱板５０と配線基板２０との間
の空間を充填する封止樹脂６０を形成するようにした。この封止樹脂６０を設けたことに
より、半導体装置１０Ａ全体の機械的強度を高めることができる。これにより、半導体装
置１０Ａの反りを効果的に低減することができる。また、配線基板２０及び放熱板５０を
薄型化することが可能となるため、半導体装置１０Ａ全体の薄型化を図ることができる。
【００５７】
　（２）放熱板５０の一部である突出部５６の上下両面及び側面を被覆する封止樹脂６０
を形成するようにした。これにより、突出部５６が封止樹脂６０内に埋め込まれるため、
放熱板５０が半導体素子３０から脱離することを好適に抑制できる。
【００５８】
　（３）また、突出部５６（延出部５８）の先端面を被覆する封止樹脂６０を形成するよ
うにした。このため、突出部５６の先端面は、半導体装置１０Ａの側面（つまり、外部）
に露出されない。したがって、突出部５６の先端面の酸化等に起因して、半導体装置１０
Ａの外観品質が低下することを抑制できる。
【００５９】
　（４）封止樹脂６０と接する放熱板５０の下面を粗化面５２Ｒに形成した。これにより
、アンカー効果が生じ、放熱板５０と封止樹脂６０との密着性を向上させることができる
。このため、放熱板５０が半導体素子３０及び封止樹脂６０から脱離することを好適に抑
制できる。
【００６０】
　（５）封止樹脂６０の上面から露出する放熱板５０の上面を、粗化面５２Ｒよりも表面
粗度の小さい平滑面５３Ｓに形成した。これにより、例えば半導体装置１０Ａの上面に識
別マークを形成する場合に、放熱板５０の上面（平滑面）に識別マークを形成することが
できるため、その識別マークの視認性を向上させることができる。なお、識別マークとし
ては、例えば、識別番号、座標情報、ロット番号、シリアル番号、図面番号、製品名称や
認識マーク（アライメントマーク）などが挙げられる。
【００６１】
　（６）上面５５Ａが封止樹脂６０から露出される本体部５５の外形（平面形状）を半導
体素子３０の外形（平面形状）よりも大きく形成した。これにより、半導体素子３０から
発する熱を、放熱板５０（本体部５５）によって大気中に効率良く放熱させることができ
る。ひいては、半導体装置１０Ａにおける放熱性を向上させることができる。
【００６２】
　（７）ところで、半導体装置１０Ａを個片化する際に、切断線Ｄ１上に放熱板５０が配
置されていると、放熱板５０の切断面にバリが発生するという問題がある。これに対し、
本実施形態では、切断線Ｄ１上に放熱板５０が配置されていない状態で、その切断線Ｄ１
に沿って封止樹脂６０及び配線基板２０等を切断するようにした。このため、切断面にバ
リが発生することを好適に抑制できる。
【００６３】
　（８）複数のベース板５１（放熱板５０）が連結された大判の放熱板７０において、隣
り合うベース板５１の間に開口部７０Ｘを形成し、本体部５５の角部のみから突出するよ
うに形成された突出部５６を介して隣り合うベース板５１同士を連結するようにした。こ
れにより、本体部５５の外周全面に突出部５６を設ける場合に比べて、ベース板５１（放
熱板５０）を分割する際の突出部５６（放熱板５０）の切断量を減らすことができる。こ
の結果、製造時間を短縮することができ、製造コストの削減に貢献することができる。ま
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た、切断時におけるダイシングブレードの損傷を低減することができる。
【００６４】
　（９）分割した複数の放熱板５０を一括して搬送装置７３で吸着し、それら吸着した複
数の放熱板５０を半導体素子３０上に搬送するようにした。そして、複数の放熱板５０を
半導体素子３０上に一括して接着するようにした。これにより、個々に切断された放熱板
５０を半導体素子３０上に一つずつ接着する場合に比べて、複数の放熱板５０を接着する
ための工数を削減することができる。この結果、製造時間を短縮することができ、製造コ
ストの削減に貢献することができる。
【００６５】
　（第２実施形態）
　以下、図１０～図１３に従って第２実施形態を説明する。この実施形態の半導体装置１
０Ｂは、突出部５６の構造が上記第１実施形態と異なっている。以下、第１実施形態との
相違点を中心に説明する。なお、先の図１～図９に示した部材と同一の部材にはそれぞれ
同一の符号を付して示し、それら各要素についての詳細な説明は省略する。
【００６６】
　図１０に示すように、半導体装置１０Ｂにおける放熱板５０の突出部５６Ａは、本体部
５５の角部の端部から斜め下方に屈曲形成された接続部５７と、接続部５７の端部から外
側に向かって略水平に屈曲形成された延出部５８Ａとを有している。
【００６７】
　図１１に示すように、突出部５６Ａは、面取りされた本体部５５の角部（コーナー）か
ら配線基板２０の角部に向かって突出するように形成されている。本例の突出部５６Ａは
、平面視において配線基板２０の対角線に沿った方向に延びるように形成されている。そ
して、突出部５６Ａ（延出部５８Ａ）の先端部は、配線基板２０の角部まで延出されてい
る。
【００６８】
　図１０に示すように、突出部５６Ａ（延出部５８Ａ）の先端面（外側面）は、半導体装
置１０Ｂの側面に露出されている。突出部５６Ａの先端面は、封止樹脂６０により被覆さ
れておらず、封止樹脂６０から露出されている。また、突出部５６Ａの先端面は、金属層
５２，５３により被覆されておらず、金属層５２，５３から露出されている。例えば、突
出部５６Ａ（延出部５８Ａ）の先端面は、封止樹脂６０の厚さ方向の中途位置において封
止樹脂６０から露出されている。本例の突出部５６Ａの先端面は、封止樹脂６０の外側面
及び基板本体２１の外側面と略面一に形成されている。
【００６９】
　封止樹脂６０は、放熱板５０の下面と基板本体２１の上面２１Ａとの間の空間を充填す
るように形成されている。この封止樹脂６０は、突出部５６Ａ（接続部５７及び延出部５
８Ａ）の下面を被覆する金属層５２の下面を被覆するように形成されている。また、封止
樹脂６０は、突出部５６Ａの上面を被覆する金属層５３の上面を被覆するように形成され
ている。このため、突出部５６Ａ及びその突出部５６Ａを被覆する金属層５２，５３は、
その上下両面が封止樹脂６０によって被覆されている。
【００７０】
　次に、半導体装置１０Ｂの製造方法について説明する。
　図１２（ａ）に示す工程では、図５及び図６に示した工程と同様に、大判の放熱板７０
の各個別領域Ｅ１に、ベース板５１と金属層５２，５３とからなる放熱板５０が形成され
た構造体を形成する。
【００７１】
　次に、図１２（ｂ）に示す工程では、配線基板２０上に、大判の放熱板７０を配置する
。すなわち、本例では、切断されていない状態の放熱板７０を配線基板２０上に配置する
。具体的には、配線基板２０の４×３個の個別領域Ｃ１と、放熱板７０の４×３個の個別
領域Ｅ１とがそれぞれ上下に整列するように、放熱板７０を配線基板２０上に配置する。
より具体的には、各放熱板５０の本体部５５の下面が各半導体素子３０の背面に対向する
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ように、且つ各放熱板５０の延出部５８Ａが個別領域Ｃ１の境界（つまり、切断線Ｄ１）
となる基板本体２１の上面２１Ａと対向するように、半導体素子３０上に放熱板７０を配
置する。このとき、放熱板５０のうち延出部５８Ａのみが切断線Ｄ１上に配置される。
【００７２】
　続いて、半導体素子３０の背面上に、接着剤４０を介して放熱板７０を接着する。例え
ば、上述のように配置した配線基板２０、接着剤４０及び放熱板７０を加熱及び加圧する
。これにより、各放熱板５０の本体部５５の下面（具体的には、本体部５５の下面を被覆
する金属層５２の下面）を接着剤４０に当接するとともに、接着剤４０を硬化する。これ
により、放熱板７０（各放熱板５０）が接着剤４０を介して半導体素子３０に接合される
。
【００７３】
　本工程では、複数の放熱板５０が連結された大判の放熱板７０を半導体素子３０上に接
着するようにしたため、複数（ここでは、１２個）の放熱板５０を各個別領域Ｃ１の半導
体素子３０上に一括して接着することができる。したがって、個々に切断された放熱板５
０を半導体素子３０上に個別に接着する場合に比べて、複数の放熱板５０を接着するため
の工数を削減することができる。
【００７４】
　次に、図１３に示す工程では、図９（ｂ）に示した工程と同様に、配線基板２０と放熱
板７０との間の空間及び放熱板７０の開口部７０Ｘ（図７（ａ）参照）を充填し、突出部
５６Ａの上面に形成された金属層５２の上面を被覆する封止樹脂６０を形成する。封止樹
脂６０の上面６０Ａは、本体部５５の上面５５Ａを被覆する金属層５３の上面５３Ａと略
面一に形成される。このような封止樹脂６０によって、配線基板２０と放熱板５０（放熱
板７０）とが強固に固定される。
【００７５】
　続いて、各個別領域Ｃ１における基板本体２１の下面にはんだボール２３を形成する。
以上の製造工程により、各個別領域Ｃ１に半導体装置１０Ｂに対応する構造体を製造する
ことができる。
【００７６】
　その後、図１３に示す構造体を切断線Ｄ１に沿ってダイシングブレード等によって切断
する。具体的には、切断線Ｄ１上の基板本体２１と、封止樹脂６０と、突出部５６Ａの延
出部５８Ａと、延出部５８Ａの下面を被覆する金属層５２と、延出部５８Ａの上面を被覆
する金属層５３とを切断する。これにより、本実施形態の半導体装置１０Ｂが個片化され
、複数の半導体装置１０Ｂが製造される。なお、個片化後の半導体装置１０Ｂの切断面に
は、基板本体２１の外側面と封止樹脂６０の外側面と延出部５８Ａの先端面（外側面）と
金属層５２，５３の外側面とが露出される。
【００７７】
　本工程は、ダイシングブレード等によって、例えば基板本体２１の下面側から切断線Ｄ
１に沿って切断が行われる。このとき、図１３に示した構造体では、切断線Ｄ１（切断領
域）上には放熱板５０のうち突出部５６Ａの延出部５８Ａのみが配置され、その延出部５
８Ａの上面に形成された金属層５３の上面が封止樹脂６０によって被覆されている。この
ため、図１３に示した構造体における切断線Ｄ１上の上面には、金属層である放熱板５０
（延出部５８Ａ）及び金属層５３が露出されていない。したがって、ダイシングブレード
によって基板本体２１の下面側から切断が行われる場合であっても、切断面にメタルバリ
が発生することを抑制することができる。
【００７８】
　以上説明した実施形態によれば、第１実施形態の（１），（２），（４）～（８）の効
果に加えて以下の効果を奏することができる。
　（１０）複数の放熱板５０が連結された大判の放熱板７０Ａを半導体素子３０上に接着
するようにした。このため、複数（ここでは、１２個）の放熱板５０を各個別領域Ｃ１の
半導体素子３０上に一括して接着することができる。したがって、個々に切断された放熱
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板５０を半導体素子３０上に個別に接着する場合に比べて、複数の放熱板５０を接着する
ための工数を削減することができる。この結果、製造時間を短縮することができ、製造コ
ストの削減に貢献することができる。
【００７９】
　（第３実施形態）
　以下、図１４～図１７に従って第３実施形態を説明する。この実施形態の半導体装置１
０Ｃは、突出部５６の形成位置が上記第１実施形態と異なっている。以下、第１実施形態
との相違点を中心に説明する。なお、先の図１～図１３に示した部材と同一の部材にはそ
れぞれ同一の符号を付して示し、それら各要素についての詳細な説明は省略する。
【００８０】
　図１４（ａ）に示すように、半導体装置１０Ｃにおける放熱板５０は、上記第１実施形
態と同様に、ベース板５１と、ベース板５１の下面全面を被覆する金属層５２と、ベース
板５１の上面全面を被覆する金属層５３とを有している。
【００８１】
　図１５に示すように、ベース板５１の本体部５５は、例えば、平面視略正方形状に形成
されている。本体部５５の平面形状は、基板本体２１の平面形状よりも一回り小さく形成
され、半導体素子３０の平面形状よりも一回り大きく形成されている。
【００８２】
　突出部５６は、本体部５５の外形をなす各辺の任意の一箇所から外側に向かって突出す
るように形成されている。本例の突出部５６は、本体部５５の各辺の略中心部から外側に
向かって突出するように形成されている。このため、図１５に示すように、配線基板２０
の外周領域と平面視で重なる領域には、その配線基板２０の各辺に対して１つの突出部５
６が設けられるのみで、その他の部分には放熱板５０が設けられていない。また、各突出
部５６は、配線基板２０の端部までは延出されていない。なお、図１５は、図１４（ａ）
に示した半導体装置１０Ｃを上方から視た平面図であり、金属層５３が透視的に描かれて
いる。
【００８３】
　図１４（ａ）に示すように、突出部５６は、上記第１実施形態と同様に、本体部５５の
各辺の一箇所（端部）から斜め下方に屈曲形成された接続部５７と、接続部５７の端部か
ら外側に向かって略水平に屈曲形成された延出部５８とを有している。
【００８４】
　金属層５２は、ベース板５１の下面全面、つまり本体部５５の下面全面及び突出部５６
（接続部５７及び延出部５８）の下面全面と、突出部５６の先端面以外のベース板５１の
側面とを被覆するように形成されている。すなわち、金属層５２は、突出部５６の先端面
を露出するように形成されている。この金属層５２の表面（下面及び側面）は、粗化面５
２Ｒに形成されている。
【００８５】
　金属層５３は、ベース板５１の上面全面、つまり本体部５５の上面５５Ａ全面と、突出
部５６（接続部５７及び延出部５８）の上面全面とを被覆するように形成されている。こ
の金属層５３の表面（上面及び側面）は、平滑面５３Ｓに形成されている。
【００８６】
　封止樹脂６０は、突出部５６の上下両面及び側面を被覆するように形成されている。具
体的には、封止樹脂６０は、突出部５６の下面及び側面を被覆する金属層５２の表面（下
面及び側面）と、突出部５６の上面を被覆する金属層５３の表面（上面及び側面）と、金
属層５２，５３から露出する突出部５６の先端面とを被覆するように形成されている。こ
のとき、図１４（ｂ）に示すように、突出部５６（延出部５８）の先端面は、封止樹脂６
０の厚さ方向の中途位置であって、且つ封止樹脂６０の外側面の幅方向の略中心位置に配
置されている。
【００８７】
　以上説明した半導体装置１０Ｃは、上記第１実施形態の半導体装置１０Ａと略同様の製



(16) JP 6605382 B2 2019.11.13

10

20

30

40

50

造方法により製造することができる。但し、製造過程で使用される大判の放熱板７０Ａの
構造が異なるため、その放熱板７０Ａについて以下に説明する。ここでは、上記第１実施
形態における放熱板７０との相違点を中心に説明する。
【００８８】
　図１６（ａ）に示すように、放熱板７０Ａの各個別領域Ｅ１には、その個別領域Ｅ１の
平面視略中央部に形成された本体部５５と、その本体部５５の各辺の中心部から個別領域
Ｅ１の外周縁側に向かって突出された突出部５６とを有するベース板５１が形成されてい
る。換言すると、各個別領域Ｅ１には、本体部５５及び突出部５６を画定する開口部７０
Ｖが形成されている。開口部７０Ｖは各個別領域Ｅ１間の領域に形成されており、この開
口部７０Ｖによって、隣り合うベース板５１の本体部５５同士が離間して形成されている
。また、開口部７０Ｖの形成により、各個別領域Ｅ１の境界（破線参照）を含む外周領域
には、各放熱板５０のうちの突出部５６のみが配置されている。
【００８９】
　各ベース板５１は隣り合うベース板５１と互いの突出部５６を介して連結され、外側に
配置されたベース板５１の突出部５６がフレーム部７１と連結されている。このように、
本例の放熱板７０Ａでは、図中左右方向に延出された突出部５６及び図中上下方向に延出
された突出部５６によって、隣り合うベース板５１（本体部５５）同士が連結されている
。なお、突出部５６は例えば段差加工により形成され、図１６（ｂ）に示すように、その
突出部５６と本体部５５とに沿って段差部が形成される。以上説明した大判の放熱板７０
Ａは、例えば、プレス加工、鍛造加工や機械切削などにより製造される。
【００９０】
　次に、図１７（ａ）に示す工程では、図６（ａ）～図６（ｃ）に示した工程と同様に、
放熱板７０Ａの下面に金属層５２を形成し、放熱板７０Ａの上面に金属層５３を形成する
。これにより、各個別領域Ｅ１に、ベース板５１と金属層５２，５３とからなる放熱板５
０が形成される。
【００９１】
　続いて、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示した工程と同様に、各個別領域Ｅ１内において
各突出部５６の中途部分を切断し、放熱板７０Ａを各放熱板５０毎に切断する。具体的に
は、各突出部５６の延出部５８及びその延出部５８を被覆する金属層５２，５３を、延出
部５８の延出方向の中途で分断する。すなわち、図１７（ｂ）に示すように、延出部５８
の延出方向の中途に、隣接する開口部７０Ｖを連通する開口部７０Ｗを形成する。これに
より、各放熱板５０が隣接する放熱板５０及びフレーム部７１と分離され、各々個別の放
熱板５０に分割される。このとき、ベース板５１の突出部５６（延出部５８）の先端面（
つまり、切断面）が外部に露出される。このため、切断面である突出部５６の先端面には
金属層５２，５３が形成されていない。
【００９２】
　その後、図８及び図９に示した工程と同様に、分割後の放熱板５０を各半導体素子３０
の背面上に接着剤４０（図１４（ａ）参照）を介して接着し、封止樹脂６０を形成して切
断工程を実施することにより、本実施形態の半導体装置１０Ｃを製造することができる。
【００９３】
　以上説明した本実施形態によれば、上記第１実施形態と同様の効果を奏することができ
る。
　（他の実施形態）
　なお、上記各実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
【００９４】
　・上記各実施形態では、突出部５６の上面に、表面が平滑面５３Ｓである金属層５３を
形成するようにしたが、これに限定されない。
　例えば図１８に示すように、突出部５６の上面に、表面が粗化面５２Ｒである金属層５
２を形成するようにしてもよい。すなわち、本例の金属層５２は、突出部５６の先端面以
外の表面全面を被覆するように形成されている。この構成によれば、突出部５６の上面に
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おいて、封止樹脂６０と接する面が粗化面５２Ｒに形成される。これにより、アンカー効
果が生じ、放熱板５０と封止樹脂６０との密着性を向上させることができる。このため、
放熱板５０が半導体素子３０及び封止樹脂６０から脱離することを好適に抑制できる。
【００９５】
　この場合には、例えば、本体部５５の上面５５Ａのみをマスクして電解めっき法を施し
て金属層５２を形成する。すなわち、突出部５６の上面を露出した状態で電解めっき法を
施して金属層５２を形成する。
【００９６】
　・上記各実施形態では、ベース板５１の上面に、表面が平滑面５３Ｓである金属層５３
を形成するようにしたが、これに限定されない。
　例えば図１９に示すように、ベース板５１の上面に、表面が粗化面５４Ｒである金属層
５４を形成するようにしてもよい。金属層５４は、ベース板５１の上面全面、つまり本体
部５５の上面全面及び突出部５６の上面全面を被覆するように形成されている。粗化面５
４Ｒは、封止樹脂６０との密着性の観点から、ベース板５１の上面よりも表面粗度が大き
くなるように設定されている。粗化面５４Ｒの表面粗度は、表面粗さＲａ値で例えば０．
１μｍ以上とすることができる。これにより、放熱板５０と封止樹脂６０との密着性を向
上させることができる。
【００９７】
　本例の半導体装置１０Ａでは、本体部５５の上面を被覆する金属層５４の上面（粗化面
５４Ｒ）が封止樹脂６０から露出されている。また、半導体装置１０Ａでは、封止樹脂６
０から露出する金属層５４の上面を被覆し、表面が平滑面８１Ｓである樹脂層８１を形成
することが好ましい。ここで、平滑面８１Ｓは、粗化面５４Ｒよりも表面粗度が小さくな
るように設定されている。これにより、半導体装置１０Ａの上面に識別マークを形成する
場合に、樹脂層８１の上面（つまり、平滑面８１Ｓ）に識別マークを形成できるため、そ
の識別マークの視認性を向上させることができる。
【００９８】
　・上記各実施形態では、金属層５２，５３を電解Ｎｉめっき法により形成するようにし
た。これに限らず、例えば、金属層５２，５３を電解Ｃｕめっき法により形成するように
してもよい。
【００９９】
　・上記各実施形態では、ベース板５１の下面に、表面が粗化面５２Ｒである金属層５２
を形成することにより、放熱板５０の下面を粗化面としたが、これに限定されない。
　例えば図２０に示すように、金属層５２，５３を省略し、ベース板５１の下面自体を粗
化面５１Ｒとしてもよい。この場合には、例えば、図５に示した工程の後に、ベース板５
１の下面に粗化処理を施して粗化面５１Ｒを形成する。この粗化処理は、例えば、レーザ
処理、ブラスト処理、エッチング処理や黒化処理を用いることができる。
【０１００】
　同様に、図１８に示した変形例の場合に、突出部５６の上面に粗化処理を施して突出部
５６の上面自体を粗化面としてもよい。また、図１９に示した変形例の場合に、ベース板
５１の上面に粗化処理を施してベース板５１の上面自体を粗化面としてもよい。
【０１０１】
　・図２１に示すように、延出部５８の上面に切り欠き部５８Ｘを形成するようにしても
よい。切り欠き部５８Ｘは、延出部５８の先端部（つまり、配線基板２０の外周縁側の端
部）における延出部５８の上面に形成されている。このため、本例の半導体装置１０Ａで
は、切り欠き部５８Ｘが形成されていない場合に比べて、放熱板５０を分割する際に切断
部分となる延出部５８が薄くなる。これにより、放熱板５０を分割する際における延出部
５８（放熱板５０）の切断量を減らすことができる。なお、切り欠き部５８Ｘは、例えば
プレス加工により、延出部５８の一部の厚さを薄くするように形成される。
【０１０２】
　なお、切り欠き部５８Ｘを、延出部５８の端部における下面に形成するようにしてもよ
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い。
　・図２２に示すように、放熱板５０の突出部５６（ここでは、延出部５８）を、接着剤
８２を介して、基板本体２１の上面２１Ａに形成されたグランド配線２４に接合するよう
にしてもよい。ここで、接着剤８２は、導電性を有する導電性接着剤である。接着剤８２
としては、例えば、Ａｇペーストを用いることができる。この接着剤８２を介して、放熱
板５０はグランド配線２４と電気的に接続されている。本例の放熱板５０の材料としては
、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ又はそれらの合金等の導電性を有する材料が用いられる。
【０１０３】
　グランド配線２４は、グランド電位とされた配線である。このため、グランド配線２４
と電気的に接続される放熱板５０もグランド電位とされる。グランド配線２４は、例えば
、基板本体２１の外周領域に形成され、アンダーフィル樹脂３５から露出されている。
【０１０４】
　このような半導体装置１０Ａでは、放熱板５０を、半導体素子３０を電磁波等から保護
するシールド層として機能させることができる。
　なお、図１８～図２２に示した変形例では、第１実施形態の半導体装置１０Ａを変更し
た例を示したが、第２及び第３実施形態の半導体装置１０Ｂ，１０Ｃも同様に変更するこ
とができる。
【０１０５】
　・また、上記各実施形態の半導体装置１０Ａ～１０Ｃにおいて、図２２に示した半導体
装置１０Ａと同様に基板本体２１の上面２１Ａにグランド配線２４を形成した上で、封止
樹脂６０を、導電性を有する材料からなる封止樹脂に変更してもよい。この場合の放熱板
５０は、導電性を有する封止樹脂を介してグランド配線２４と電気的に接続される。
【０１０６】
　・上記各実施形態では、突出部５６，５６Ａ（延出部５８，５８Ａ）の先端面以外のベ
ース板５１の側面を金属層５２で被覆するようにした。これに限らず、突出部５６，５６
Ａの先端面以外のベース板５１の側面を金属層５３で被覆するようにしてもよい。また、
ベース板５１の側面全面を金属層５２，５３から露出するようにしてもよい。
【０１０７】
　・上記各実施形態の金属層５３を省略してもよい。
　・図２３に示すように、半導体装置１０Ａから金属層５２，５３を省略してもよい。こ
の場合には、突出部５６の上面及び下面に封止樹脂６０が直接接し、それら突出部５６の
上面及び下面が封止樹脂６０によって被覆される。なお、半導体装置１０Ｂ，１０Ｃも同
様に、半導体装置１０Ｂ，１０Ｃから金属層５２，５３を省略してもよい。
【０１０８】
　・上記各実施形態及び上記各変形例における放熱板５０の接続部５７を、本体部５５の
端部から下向きに垂直に屈曲させるようにしてもよい。
　・上記各実施形態では、製造過程における配線基板２０を、マトリクス状に配列された
複数の個別領域Ｃ１を有する配線基板に具体化した。これに限らず、例えば、個別領域Ｃ
１が帯状に複数個配列された配線基板２０に具体化してもよい。すなわち、個別領域Ｃ１
がＮ×Ｍ個（Ｎは２以上の整数、Ｍは１以上の整数）配列された配線基板であれば、その
個別領域Ｃ１の配列は特に限定されない。
【０１０９】
　・上記各実施形態では、放熱板７０，７０Ａを、マトリクス状に配列された複数のベー
ス板５１が連結された大判の放熱板に具体化した。これに限らず、例えば、帯状に配列さ
れた複数のベース板５１が連結された大判の放熱板に具体化してもよい。すなわち、Ｎ×
Ｍ個のベース板５１が連結された大判の放熱板であれば、そのベース板５１の配列は特に
限定されない。
【０１１０】
　・上記各実施形態及び上記各変形例の配線基板２０に実装される半導体素子３０の個数
は特に限定されない。例えば、配線基板２０に２個以上の半導体素子３０を実装するよう
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【０１１１】
　・また、配線基板２０に、半導体素子３０以外の電子部品を実装するようにしてもよい
。
　・上記各実施形態及び上記各変形例では、ＢＧＡ型の配線基板２０に具体化したが、Ｐ
ＧＡ（Pin Grid Array）型の配線基板やＬＧＡ（Land Grid Array）型の配線基板に具体
化してもよい。
【０１１２】
　・上記各実施形態及び上記各変形例の放熱板５０の上方に放熱フィン、ヒートパイプや
ベーパチャンバなどの各種冷却・放熱手段を設けるようにしてもよい。
　・上記各実施形態並びに各変形例は適宜組み合わせてもよい。例えば、上記第３実施形
態の半導体装置１０Ｃの放熱板５０における突出部５６を、半導体装置１０Ｂの突出部５
６Ａと同様に、その先端面が封止樹脂６０から露出するように形成してもよい。
【符号の説明】
【０１１３】
　１０Ａ～１０Ｃ　半導体装置
　２０　配線基板
　２１　基板本体
　２４　グランド配線
　３０　半導体素子
　４０　接着剤
　５０　放熱板
　５１　ベース板
　５１Ｒ　粗化面
　５２　金属層（第１金属層）
　５２Ｒ　粗化面
　５３　金属層（第２金属層）
　５３Ｓ　平滑面
　５４　金属層（第３金属層）
　５４Ｒ　粗化面
　５５　本体部
　５６，５６Ａ　突出部
　５７　接続部
　５８，５８Ａ　延出部
　５８Ｘ　切り欠き部
　６０　封止樹脂
　７０，７０Ａ　大判の放熱板
　８１　樹脂層
　８１Ｓ　平滑面
　８２　接着剤
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